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通則 

 

（料金表の適用） 

第１条 当社はVドライブ１１０サービスに係る料金を、このVドライブ１１０サービス料金

表（以下｢料金表｣といいます。）に定める他、電気通信事業法施行規則第１９条の２の

規定に基づき当社が別に定めるところにより適用します。 

 

（料金表の変更） 

第２条 当社は、この料金表を変更することがあります。この場合の料金は、変更後の料金

表によります。 

 

（消費税相当額の加算） 

第３条 Vドライブ１１０サービス契約約款（以下「約款」といいます。）の規定により、料

金表に定める料金について支払いを要するとされている額は、この料金表に規定する額

に消費税相当額を加算した額とします。 

   ただし、第１４表 延長オプション料には消費税相当額は加算しません。 

 

（料金の臨時減免） 

第４条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款及び料金表の規定

に拘らず、臨時に、その料金等を減免することがあります。 

 ２ 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法に

より、その旨を周知します。 

 

（回線利用料の日割等） 

第５条 当社は、次の場合が生じたときは、回線利用料をその利用日数に応じて日割します。 

（１） 暦月の初日以外の日にVドライブ１１０サービスの利用開始日が到来したとき。 

（２） 暦月の末日以外の日にVドライブ１１０サービスの利用期間終了日が到来したと

きまたは利用契約の解除により利用契約が終了したとき。 

（３） 暦月の初日以外の日にVドライブ１１０サービスの料金の改訂等により回線利用

料の額が増加または減少したとき（この場合、増加または減少後の月額料金は、

その増加または減少のあった日から適用します。） 

（４） 第６０条（支払いを要しない料金）の規定に該当するとき。 

２ 前項の規定による回線利用料の日割は、暦日数により行います。 

３ 回線利用料以外のその他の債務の支払額を算出するにあたり必要が生じた場合は、前２

項の規定に準じて日割します。 

４ 基本料及びプラットフォーム利用料については、日割計算は行いません。 

 

（端数処理） 

第６条 当社は、料金その他の債務並びに消費税相当額及び延滞料金の計算結果に１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 
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料金表 

 

第１表 初期登録料 

 （１）適用 

 初期登録料は、１の利用契約ごとに適用します。 

 （２）初期登録料等の額 

（初期登録時） 

費目 料金（１の利用契約あたり） 

初期登録料 ６０,０００円

 

第２表 ＰＩＤ登録作業料 

（１） 適用 

ＰＩＤ登録作業料は、ＰＩＤに係る新規登録、変更登録又は削除をおこなった場合

に適用します。 

 （２）ＰＩＤ登録作業料の額 

（作業発生時） 

１つのＰＩＤに係る新規登録、変更又は削除を行う場合 

１０,０００円 

 

第３表 ＩＤ新規登録作業料 

（１） 適用 

ＩＤ新規登録作業料は、ＩＤに係る新規登録を行った場合に適用します。 

新規登録は、当社が指定する書面で行っていただきます。 

（２）ＩＤ登録作業料の額 

（作業発生時） 

１つのＩＤに関して新規登録を行う場合 

１,０００円 

 

第４表 ＩＤ変更登録作業料 

（１） 適用 

ＩＤ変更登録作業料は、ＩＤに係る変更登録を行った場合に適用します。 

変更登録は、当社が指定する書面で行っていただき、以下項目の変更を行う場合に

適用します。 

 ・グループ設定の変更 

 ・受信機とスマートカードの組み合わせの変更 

（２）ＩＤ変更登録作業料の額 

（作業発生時） 

１つのＩＤに関して変更登録を行う場合 

１,０００円 

 

第５表 基本料 

 （１）適用 

    基本料は、１の利用契約ごとに適用します。 

（２）基本料の額 

（月額） 

基本料（１の利用契約あたり） 

１００,０００円 
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第６表 プラットフォーム利用料 

 （１）適用 

 プラットフォーム利用料は、１の利用契約者ごとに適用します。 

 （２）プラットフォーム利用料の額 

（月額） 

受信専用設備数 プラットフォーム利用料（１受信専用設備あたり）

１００未満 ５００円

１００以上５００未満 ４００円

５００以上 ３００円

 

第７表 スマートカード発行手数料 

（１） 適用 

約款第７３条（スマートカードの配布等）第１項に基づき、当社が利用契約者にス

マートカードを配布する場合に適用します。 

（２） スマートカード発行手数料の額 

当社が別に定めるところにより適用します。 

 

第８表 スマートカード再発行費用 

 （１）適用 

    スマートカード再発行費用は、約款第７３条（スマートカードの配布等）に基づき、

当社が利用契約者にスマートカードを再発行する場合に適用します。 

  

（２）スマートカード再発行費用の額 

（スマートカード再発行時） 

スマートカード再発行費用（スマートカード１枚あたり） 

５,０００円 

 

第９条 スマートカード紛失・破損費用 

（１）適用 

   約款第７３条（スマートカードの配布等）第６項または第７項に該当する場合、も

しくはスマートカードを紛失または破損した場合で、その後再発行を希望しない場

合に適用します。 

（２）スマートカード紛失・破損費用の額 

（スマートカード再発行時） 

スマートカード紛失・破損費用（スマートカード１枚あたり） 

５,０００円 
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第１０表 システム構築費 

（１）適用 

約款第５９条（付加機能料及びシステム構築費の支払義務）の規定によるほか、次

のとおりとします。 

 

システム構築費の適用 

システム構築費の算定 

ソフトウェアの開発又はシステムの構築等の工事に適用し、

その内容に応じて必要となる設計費（開発費を含みます）、

調達費、据付け費又は撤去費、保守・運用費、及び間接費を

合計した額とします。 

 

 (２)システム構築費の額 

 

項目 区分 システム構築費の額 

労務費 １時間あたり人件費単金×延労働時間 
１ 設計費（開発費を含みま

す） 
外注費 外注に要した実費 

労務費 １時間あたり人件費単金×延労働時間 

２ 調達費 

外注費 外注に要した実費（部品材料費を含みます） 

労務費 １時間あたり人件費単金×延労働時間 

３ 据付け費又は撤去費 

外注費 外注に要した実費 

４ 保守・運用費 労務費 １時間あたり人件費単金×延労働時間 

５ 間接費 － 
当該設備に係る設計費、調達費、据付け又は撤去

費、保守・運用費以外に要する経費 

 

 

第１１表 付加機能料 

 （１）適用 

   約款第５９条（付加機能料及びシステム構築費の支払義務）に定める付加機能を利

用した場合に適用します。 

 尚、付加機能については、当社が別に定めます。 

（２）付加機能料の額 

    専用契約者の利用する付加機能により当社は別に定めるところにより適用します。 
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１ 終日利用契約に関するもの 

 

第１２表 回線利用料 

 （１）適用 

     回線利用料は、あらかじめ指定していただいた利用期間及び伝送速度に応じて適

用します。 

   

回線利用料の適用 

利用期間の長さに応じて適用する回線利用料を次のとおりとします。 

区分 利用期間 

１年間サービス 

利用期間が、Vドライブ１１０

サービスの利用開始日から１

年以上３年未満のもの 

３年間サービス 

利用期間が、Vドライブ１１０

サービスの利用開始日から３

年以上５年未満のもの 

５年間サービス 

利用期間が、Vドライブ１１０

サービスの利用開始日から５

年以上のもの 

１ 利用期間に

よる区分 

 

 

 

２ 伝送速度に

よる区分 
次項にて規定する伝送速度に応じて適用します。 

 

 （２）回線利用料の額 

（月額） 

回線利用料 
伝送速度 

１年間サービス ３年間サービス ５年間サービス 

６４Ｋｂｐｓ ３７０,０００円 ３５９,０００円 ３４９,０００円

１２８Ｋｂｐｓ ６４０,０００円 ６２１,０００円 ５９３,０００円

２５６Ｋｂｐｓ １,２００,０００円 １,１６４,０００円 １,１３０,０００円

３８４Ｋｂｐｓ １,７００,０００円 １,６４９,０００円 １,６００,０００円

５１２Ｋｂｐｓ ２,１００,０００円 ２,０３７,０００円 １,９７６,０００円

７６８Ｋｂｐｓ ２,９００,０００円 ２,８１３,０００円 ２,７２９,０００円

１Ｍｂｐｓ ３,７００,０００円 ３,５８９,０００円 ３,４２８,０００円

１．５Ｍｂｐｓ ５,３００,０００円 ５,１４１,０００円 ４,９８７,０００円

２Ｍｂｐｓ ６,７００,０００円 ６,４９９,０００円 ６,３０５,０００円

３Ｍｂｐｓ ９,４００,０００円 ９,１１８,０００円 ８,８４５,０００円

４Ｍｂｐｓ １２,２００,０００円 １１,８３４,０００円 １１,４７９,０００円

５Ｍｂｐｓ １４,５００,０００円 １４,０６５,０００円 １３,６４４,０００円

６Ｍｂｐｓ １６,８００,０００円 １６,２９６,０００円 １５,８０８,０００円

９Ｍｂｐｓ ２３,０００,０００円 ２２,３１０,０００円 ２１,６４１,０００円
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２ 随時利用契約に関するもの 

 

第１３表 回線利用料 

 （１）適用 

回線利用料は、下表の規定により適用します。 

回線利用料の適用 

回線利用料の額は、歴月中の利用時間により次の区分におけるそれぞれの料

金を乗じて算出します。 

区分 利用時間 

区分Ａ 歴月中の利用時間の内５時間以下の部分 

区分Ｂ 歴月中の利用時間の内５時間を超え１０時間以下の部分

区分Ｃ 歴月中の利用時間の内１０時間を超える部分 

１ 利用時間

による区分 
 

 

 

２ 伝送速度

による区分 
次項にて規定する伝送速度に応じて適用します。 

備考  

回線利用料を算出する際の利用時間には、契約の解除、予約の取消しまたは延長オプショ

ンに係る利用相当時間は含みません。 

 

 （２）回線利用料の額 

（１時間あたりの額） 

回線利用料 
伝送速度 

区分Ａ 区分Ｂ 区分Ｃ 

５１２Ｋｂｓ ３３,０００円 ２６,０００円 ２４,０００円

７６８Ｋｂｐｓ ４７,０００円 ４０,０００円 ３２,０００円

１Ｍｂｐｓ ５９,０００円 ５２,０００円 ４４,０００円

１．５Ｍｂｐｓ ８３,０００円 ６８,０００円 ６６,０００円

２Ｍｂｐｓ １０９,０００円 １００,０００円 ９０,０００円

３Ｍｂｐｓ １４９,０００円 １４０,０００円 １３０,０００円

４Ｍｂｐｓ １９８,０００円 １８０,０００円 １７５,０００円

５Ｍｂｐｓ ２４４,０００円 ２２２,５００円 ２１７,５００円

６Ｍｂｐｓ ２９０,０００円 ２６５,０００円 ２６０,０００円

９Ｍｂｐｓ ４３０,０００円 ３９５,０００円 ３９０,０００円
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第１４表 延長オプション料 

（１） 適用 

延長オプション料は、一の延長オプション申込ごとに適用します。ただし、約款第３６

条（延長オプションの実行等）に基づき変更請求され、本予約利用時間となった時間に

は、適用されません。 

 

（２） 延長オプション料の額 

 

延長オプション料の額 

（区分Ａの回線利用料）×（延長オプションに係る延長利用予定時間）×０．２ 
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附則 

（実施期日） 

 この料金表は、平成１５年４月１５日より実施します。 

 

附則 

 この改正料金表は、平成１５年６月５日より実施します。 

 

附則 

 この改正料金表は、平成１９年８月１８日より実施します。 
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